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第６章　緑の基本計画 

 

１．「緑の基本計画」とは 

　都市緑地法に基づき、本市における緑地の保全や公園・緑地の適正な配置及び緑化の推

進など、緑全般についての将来的にあるべき姿とそれを実現するための施策を総合的かつ

横断的に推進することを目的とします。 

　根室市の「緑の基本計画」は平成１７年度に「根室市都市計画マスタープラン」ととも

に策定しました。 

 

２．「緑の基本計画」の内容 

　根室市の「緑の基本計画」は、平成１７年度から概ね２０年後の令和８年度までを目標

年度として策定しました。 

　これは、「根室市都市計画マスタープラン」と歩調を合わせたものです。 

　「根室市都市計画マスタープラン」における緑の環境形成の基本方針との整合性を図る

ことから、この計画における緑の将来像を「都市と調和した緑のネットワーク（連続化し

た緑）」として一体的に形成され、都市空間の中で一つの緑として調和することを目指しま

す。 

 

 

 

 
①緑地の確保目標水準

 
目標年次（令和８年度） 

における緑地確保目標量

将来市街地面積に対する割合 都市計画区域面積に対する割合

 約 60.21ha 約 6.14% 約 788.01ha 約 23.05%

 

②都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準

 
年　　　次

計　画　時 

（平成１６年度）

目標年次 

（令和８年度）

 
都 市 公 園 約１２．３６㎡／人 約４２．２１㎡／人

 
都 市 公 園 等 約１２．７４㎡／人 約４２．８０㎡／人


